
イ 1Jï扱主主率 1949 年改正の貨物別事扱貸率は第 8 表のと

おりであって，多くの貨物に対し l ，500km 以上の輸送には遠距

離逓均賃率がとられている点， ソ連の貨物質率制度の大きな特

長といえよう。

ウ 列車扱賃率 ソ速では集結列車扱と称し， 1 列車単位で

発送する荷主に対し適用される-fillの側引貸率で， 500km 以上

の集結列平紛送に対しては，荷受人に対し 5% の運賃í1lIj~ しを

行い，荷送人には一定の集結輸送奨励金を出すことになってい

る。

以上の小口扱・事扱 ・ 列車扱貸率による運賃差を， 綿織物

l ，OOOkm 輸送した場合の例についてみれば第 9 表のよ うになる。

第 9 表 1Jï扱 ・ 列車扱 ・ 小口扱の運賃差

4、口 扱
指 傑 llt平 10 t l判r;;:革 列車扱

1 t I 2 t 5 t 

1 l 当 泌氏 238.00 262.20 291.33 226.10 453.00 429.00 357.40 (ループル)

事倣 llt 耳率Iに対上じ
するl'( 100.00 110.0 122.4 95.0 190.0 180.0 150.0 

エ付術作業料金鉄道が輸送作業の遂行と関連して突施す

る追加的諸作業のために， 荷主から徴収する各極料金であるが，

現行制度では， つぎのようなものがある。

(力ã'tfEl!作業料金収)貨物検量料金 (劫荷主の依額によ

る貨物質量および貨物状態検査料金 (エ) 鉄道所属後関車によ

る貨車引波回送料金 (オ) 輸送用特殊設備使用料金 的)代金

引換発送料金 (キ) 貨物の近着(着駅に近づいたこと)および到

語通知料金 (7) 貨物価絡公示料金

6 経理

(1) 鉄道財政と国家財政 国有国営の経営形態をとっている

ソ速に:おいても，国家財政と鉄道財政との関係は一応完全な独

立採~Î:の形をとっており，管理技および建設費を除 く営業収支

に関する限 り，鉄道全体として収支適合の原則が堅持されてい

る。そして自己蓄積資金をもってもなお不足する固定資本肱光

政(新規建設事業主主)は， 国家財政から支出され，また交通省の

中央官庁経費， 熟練労働者養成政， 科学研究費等も国家財政で

まかなわれることになっている。なお， ソ速鉄道の 1957 年度

予算はつぎの と おりであった。

営業収入 1 ，106 億 0，800 万ノレープノレ

営業支出 1 ，022 億 6 ，800 万ル ー プノレ

国家予算からの受取額 88 億 9，200 万ループル

国家予算への納入額 169 億 3 ，000 万ル ー ブノレ

(2) 独立採算制 ソ連の固有企業の財政管浬方式であって，

園有企業の一環と して鉄道でもこの財務管理方式がとられてい

る。鉄道て寸土各鉄道管理局が独立採算の基本単位となっ ていて，

それぞれ一定の固定資本と流動資本が与えられ， 独自の収支パ

ラ γスと銀行決済口座とをもち， 自らの営業収入をもって自ら

の蛍染経費を布fi填(ほてん)すると L、う原則の上に経営されてい

る。そして計画利潤の一部 (4 %) および計画超過利潤の 50 % が

企業長基金として局従業員の報償， ならびに福利厚生関係に振

向けられることになっている。もっとも計画収入が計画経費を

下まわる場合には，本省から柄給金が出されるが， この場合は

青|函i経質を節約した部分が企業長基金となる。

またソ iillでは下部経営単位に対しても独立採算制がとられて

いるが， この一例として後関庫のそれをみると，機関庫収入と

は，機|誕I lllîの作業突紋に応 じて ， 1 索引機関車 km 当り ， お よ

び 1 入換峻関車時当り一定の計算率によって，局後|誕11匹敵!から

受取る作笑収入であり，この収入をも って繊関車の巡転技 ・ 修

そんがいばい

繕訟を自らまかなうたてまえとなっている。もっとも以上の収

入は現金決済として行われることはなく ，各俊|刻障の銀行口座

に振替記入され，後関陣はこの中から燃料費 ・ 資材費 ・ 賃金等

を支出する。ただこの場合燃料 ・ 資材等は鉄道局管下の同じMl

立採算単位である鉄道材料供給部から計画丑に応じて供給され，

これに対しては銀行決済を行うこ主になっているので， 機関障

が直後取扱う現金としては， 従業員に支払 う賃金のみとなる。

この場合も計画経伎を節約して計画以上の収益をあげた場合，

その 50% が後l銅隊長基金として報償 ・福祉施設等に支出される

ことはいうまでもなレ。(八!il香俊)

そんがいじこ 損害事故 国鉄の業務の執行に関連して ・ 土

地 ・ 建物 ・ 工作物 ・ 機械・車両・自動車 ・ 船舶 ・ 動物その他の

ものに損害を生じた事故をいう。

損害事故について，国鉄が部外者に対し貨を負うべき ll~由で

損害を与えた場合は， その損容を賠償し， また官fI外者ーからその

貨を負うべき lj~由で狐包を受けた場合は， その狽容を求償する。

その処双方については， L死傷およひ.損害事故処理規程l (R゚ 25 ・

4 ・ 1 総裁逮 152) で詳細に定められである。ー」損害賠償(穫

量匡)

そんがいばいし ょう 損害賠償 ある者の被った損害を模補

(てんぽ)し， その者が損害を受けなかった場合と同じ状悠にす

ること。

損害賠償の方法としては，その損害を原状に回復する原状回

復主義と，金銭で賠償する金銭賠償主義とがあるが，民法は後

者を録用し， 別段の意思表示のないと きは， 金銭で賠償額を定

めることとしている(民法第 417 ・ 722 条第 1 項)。

損害賠償義務は， 法律により特則が定められてある場合のほ

かは， 違法行為すなわち 51務不履行(民法第 4 1 5 条以下等) およ

び不法行為(民法第 709 条以下)によって発生するものである。

債務不履行とは，債務者が債務の本旨に従った履行をしない

ことで，その不履行について依務者が故意または過失によるも

のでないことを柾明しないかぎり，債務者は債権者ーがその不履

行によって後った狽容に対して賠償の貨を免れることはできな

い(民法第 415 条)。

不法行為とは，故意または過失によって他人の権利を侵害し，

損害を加える行為であって， 加答者は被害者に対し， tr~容賠償

の責を免れることはできない(民法第 709 条)。

損害賠償は， 損容を棋制iすることが目的であるから， 損害賠

償義務が発生するためには，まず現実に損害が発生することを

袈件とし，つぎにその釘宮ーを発生させた行為または事実と損智ー

との間に原因 ・ 結果の関係(図'*関係)が存在することを要する。

損害賠償の範囲は， 依務不履行または不法行為により通常生

ずべき領容と，特別事情によって生じた損容とであるが，特別

事情による領容は， 当事者がその事情を予見しまたは予見する

ことを得ぺかりしときにかぎり，その損害を諮求し得るのであ

る(民法第 416 条)。

損害とは積極的損容(直接損害) および消極的損容(間接損害)

であるが， 財産上の損容のみならず，非財産上の損容も包含さ

;f'Lるのである。

遂送人が領容賠償資任を負う場合は， いろいろの場合に生ず

るが， 荷物事故および死傷事故によるものがその大部分を占め

ている。

運送人は物品または旅客の運送を業とする ものであるから，

託送を引受けた物品または旅客を， 契約の題旨にしたがって完

全に目的地まで巡送する義務を有するもので， もしその義務に

違反して運送品を滅失，き損または延着させ， または旅客を死
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